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本計画における公共建築物のデータは、特記事項のあるものを除き、令和7年4月1日現在のものです。
第1章 豊川市の公共建築物の現状と課題
1 豊川市公共施設中長期保全計画の目的と位置付け
(1) げんじょう
豊川市（以下、「ほんし」という）は、高度経済成長期における人口増加や市民サービスの向上と都市機能の充実を図るため、学校教育施設や体育施設、子育て支援施設などの整備を進めてきました。
これらの建物は老朽化が著しく進行しており、令和7年度時点で約77％、10年後の令和17年度には約90％、15年後の令和22年度には約94％が築30年以上経過することになります。
老朽化の進行の対策のために、公共建築物の計画的な点検・修繕・改修を行い、施設をできる限り長く安全に使用する、長寿命化に資する取組として、平成28年8月に「豊川市公共施設中長期保全計画」（以下「本計画」という）を策定し、こう小学校大規模改修工事、豊川市役所きたちょうしゃ空調設備改修工事や豊川生涯学習センター大規模改修工事などを実施しています。
(2) かだい
本計画に基づき計画的な長寿命化を実施してきましたが、公共建築物は昭和40年代後半から50年代にかけて建設された施設が多く、老朽化への対策として昨今の物価上昇に伴う改修費の増加も踏まえた取組が必要となること、また、人口減少や少子高齢化が進み、人口構成の変化や財政支出の構造が大きく変化することが予測され、厳しい財政状況となることで維持費用が十分に確保できなくなる可能性があります。
(3)けいかくきかん
本計画は、公共建築物のライフサイクルコストを縮減・平準化を推進するため、計画期間は継続し、令和12年までを射程としつつ、中期的な視点から、5年を1期とした短期的な視点に立った計画として、令和8年度から令和12年度までの5年間の保全計画書を作成します。
PDF形式の資料では、図表 計画期間のイメージを示していますが、ここでは省略します。
(4)目的と位置付け
本計画は、ほんしの公共建築物の劣化状況を踏まえ、令和12年度までに必要となる予算の抽出と令和8年度から令和12年度までの5年間における長寿命化や工事優先度を考慮しながら保全工事を抽出し、必要に応じて費用の平準化を図ることを目的とします。
本計画の位置付けは、ほんしの基本的な政策を定めた最上位計画である「第7次豊川市総合計画」に即し、公共施設等の基本的な管理の方針を定めた「第2期豊川市公共施設等総合管理計画」における公共建築物のうち、長寿命化を図る施設保全業務を実施するための計画であり、公共建築物の再編事業の方針を定めた「第2期豊川市公共施設適正配置計画」と連携を図ります。
PDF形式の資料では、図表 豊川市公共施設中長期保全計画の位置付けを示していますが、ここでは省略します。
2 本計画の対象施設の考え方
(1)基本的な考え方
本計画における保全計画対象施設は、第2期豊川市公共施設等総合管理計画により定めた施設を基にして、
1.第2期豊川市公共施設適正配置計画（6つの重点取組と9のリーディング事業）
2.公共施設構造体耐久性調査評価結果
3.個別施設計画
の3つの視点を踏まえ、毎年、対象施設の見直しを行います。
(2)保全計画対象施設の選定
1.保全計画対象施設の選定
第2期豊川市公共施設等総合管理計画の公共建築物（保全計画対象施設）から、市営住宅の木造・コンクリートブロック造（CB造）で、築30年以上経過し廃止が決定している施設を除いた上で、3つの視点ら施設の見直しを実施し、保全計画対象施設と定めていき、予防保全と事後保全に分類します。なお、今後も継続的に実施していく公共施設構造体耐久性調査評価結果も踏まえ、対象施設の見直しを行います。
PDF形式の資料では、図表 保全計画対象施設の選定フローを示していますが、ここでは省略します。
2.事後保全（撤去など）
木造、CB造の築30年以上経過し廃止が決定している施設は4棟です。これらは、本計画では保全対象外施設として扱い、事後保全の更新周期を超えた時点で、施設のあり方について検討する方針とします。
(3)公共建築物の現状把握
1.施設類型別のべゆか面積
本計画の対象とする公共建築物は、以下の187施設386棟で、施設類型別ののべゆか面積は、下表の通りです。
PDF形式の資料では、図表 公共建築物の施設類型別のべゆか面積内訳を示していますが、ここでは省略します。
2.のべゆか面積の変遷
ほんしの公共建築物ののべゆか面積の変遷は、昭和41年度頃から右肩上がりで増加してきましたが、平成17年度頃からはほぼ横ばいで推移しています。
PDF形式の資料では、図表 延床面積の変遷を示していますが、ここでは省略します。
3.施設類型別のべゆか面積の割合
ほんしの施設類型別ののべゆか面積の割合は、学校施設が最も多く、約49.0％（222,558.7平方メートル）です。次いで公営住宅施設の約17.1％（77,542.0平方メートル）となっています。
PDF形式の資料では、図表 施設るいけいべつのべゆか面積を示していますが、ここでは省略します。
4.施設類型別のべゆか面積の年度別整備状況
ほんしの公共建築物の施設類型別のべゆか面積の年度別整備状況は、昭和40年代中頃から昭和60年代前半まで、学校教育施設の面積が多く占めています。その間昭和44年度に市役所（本庁舎）、昭和53年度に文化会館が整備されました。その後、平成2年度に総合体育館、平成11年度に中央図書館が整備されています。
耐震基準別ののべゆか面積は、昭和56年度の建築基準法の改正により、旧耐震基準（昭和56年度以前）による建築物が229,803平方メートル（約51％）、新耐震基準（昭和57年度以降）による建築物が224,607平方メートル（約49％）となっています。
PDF形式の資料では、図表 施設るいけいべつのべゆか面積の年度別整備状況を示していますが、ここでは省略します。
5.施設類型別のとうすうの年度別整備状況
ほんしの公共建築物の施設類型別とうすうの年度別整備状況は、昭和40年度頃から昭和63年度頃まで、学校施設が多く建設されています。次いで、保育園、公営住宅施設となっています。
PDF形式の資料では、図表 施設るいけいべつのとうすうのべゆか面積の年度別整備状況を示していますが、ここでは省略します。
3 劣化状況等の把握
(1)劣化調査の基本的事項
ほんしの公共建築物のうち、386棟について、劣化状況やその他の問題点等について、安全性、機能性などの観点から目視による点検を行いました。
1.点検対象部位
劣化調査の対象となる部位は、屋根、外装、内装、躯体、基礎、機械設備、電気設備、屋外の8部位です。
2.判定基準
建築物の劣化判定は、以下の「建築物の劣化に関する判定基準表」に基づき、点検対象部位項目ごとに4段階で行います。
PDF形式の資料では、図表 建築物の劣化に関する判定基準表を示していますが、ここでは省略します。
3.点検調査票
点検は、「建築物点検マニュアル・同解説」の66項目について、点検マニュアルチェックシートにより、建築物の劣化に関する判定基準表に基づき実施します。
 
(2)点検非対象施設の劣化状況の推定
施設の劣化調査は、その劣化状況を把握し、本計画の優先度評価を行うための基礎資料を得ることを目的に実施しています。劣化調査を実施していない一部の建物については、経過年数、構造、用途などが類似する施設（建物）の劣化調査の結果を参考に、劣化状況を推定します。
建築物の劣化判定結果を評価点に換算し、この評価点から、建築物の各部位ごとに劣化状況を推定します
5年以内に建設した施設についてはA判定とします。
1.建築物の構造と経過年数の関係
建築物の屋根、外装等の各部位を構成する材料は、時間の経過とともに劣化が進行します。また、建築物の構造や使用する材料の違いによって、劣化の進行状況は異なると考えられます。
よって、構造別と経過年数より建築物の劣化状況を推定します。
(3)公共建築物の劣化状況
本計画の対象となる187施設386棟の劣化状況について、築年別に整理します。
今回の調査結果では、概ね経過年数とともに劣化が進む傾向が見られますが、日常的な修繕により、一部で逆転現象も起きている状況が見受けられます。
1.屋根の劣化状況
PDF形式の資料では、図表 屋根の劣化状況を示していますが、ここでは省略します。
2.外装の劣化状況
PDF形式の資料では、図表 外装の劣化状況を示していますが、ここでは省略します。
3.内装の劣化状況
PDF形式の資料では、図表 内装の劣化状況を示していますが、ここでは省略します。
4.機械設備の劣化状況
PDF形式の資料では、図表 機械設備の劣化状況を示していますが、ここでは省略します。
5.電気設備の劣化状況
PDF形式の資料では、図表 電気設備の劣化状況を示していますが、ここでは省略します。
6.屋外の劣化状況
PDF形式の資料では、図表 屋外の劣化状況を示していますが、ここでは省略します。
 
4 財政収支の見込み検討
今後の公共施設等投資的経費(普通建設事業費)の見込みを把握するために、豊川市中期財政計画では、今後の人口減少等による影響等を加味したものとなっています。
(1)市全体の歳入の見込み（令和8年度～令和13年度）
令和8年度当初予算（一般会計）を基に推計した財政推計による歳入の見込みは以下のとおりです。
PDF形式の資料では、図表 歳入見込みを示していますが、ここでは省略します。
(2)市全体の歳出の見込み（令和8年度～令和13年度）
令和8年度当初予算（一般会計）を基に推計した財政推計によると、歳出の見込みは以下のとおりです。
歳出総額における義務的経費が占める割合が約50％となっています。今後、少子高齢化がさらに進むことによる扶助費等の義務的経費や、老朽化した公共施設の計画的な改修などによる事業進捗により投資的経費が増加する傾向です。
PDF形式の資料では、図表 歳出見込みを示していますが、ここでは省略します。
5 公共建築物(保全計画対象施設)の施設更新費用等の実績
公共建築物（保全計画対象施設）の過去5年間（令和2年～令和6年度）の施設更新費用等の実績は、投資的経費決算額（普通建設事業費）より以下の通りです。
過去5年間の平均は、新設・更新分が約9.7億円、改修等が約26.6億円、合計は約36.3億円となっています。
PDF形式の資料では、図表 施設更新費用等の実績を示していますが、ここでは省略します。
6 課題のまとめ
これまでの現状把握の結果から抽出される課題を整理し、課題のまとめとします。
課題1 建築物の老朽化への対応
昭和40年代中頃から昭和50年代後半に整備された公共建築物は、築30年以上を経過し、大規模改修などの実施により、一部の年代では劣化状況の改善がなされているものの、劣化調査結果では概ね経過年数とともに劣化が進む傾向となっています。
課題2 不足が予測される財源への対応
昨今の物価上昇に伴い、改修費用等の増加が見込まれることや、ほんしの財政状況は、少子高齢化の進展に伴い、税収の減少や扶助費の増加により、公共建築物に充てられる財源が不足することが懸念されています。
また、計画的な予防保全の実施に遅れが生じる場合には、突発的な修繕費用や更新費用が必要となる可能性があります。
課題3 持続可能な公共サービスの提供
公共建築物は老朽化した後の建て替えの際に必要となる更新費に加え、市民に公共サービスを持続的に提供していくための費用として、人件費や水道光熱費などの維持管理費（ランニングコスト）が必要となり、これは更新費として必要な額よりも大きな金額となる可能性があります。
7 きほんほうしん
ほんしの公共建築物について、前述の課題を踏まえ、全庁的な取組により全体最適化を目指し、「質の確保」、「コストの縮減」、「支出予算の平準化」の3つの基本方針を定めます。
基本方針1 公共建築物の質の確保
公共建築物は、広く市民が利用する施設として、施設の安全性が適切に担保され、快適性や使いやすさを向上させながら、省エネルギーや環境負荷の低減に配慮した施設機能を維持することが重要です。そのため、劣化点検や公共施設構造体耐久性調査の結果を踏まえ、適切な内容および時期に修繕・改修工事を行い、質を確保し続けることが必要です。
引続き、劣化調査や公共施設構造体耐久性調査を定期的に行い、専門技術者による横並びの評価を行うことで劣化等の状況を的確に把握し、緊急度の高い劣化については速やかに修繕等を実施する体制を整えるため、工事履歴などの「施設情報の一元化」を行います。
基本方針2 公共建築物のコストの縮減
公共建築物の質を確保するための費用（コスト）を縮減するために、修繕・改修工事を計画的・予防的に行うことにより、「公共建築物の長寿命化」を図ります。長寿命化により、建て替えにかかる巨額の費用や突発的に生じる過大な改修費用を抑えるとともに、劣化調査等の結果を検証し、可能な限り施設の使用年数の延伸を図り、単年度当たりのライフサイクルコストの縮減に寄与します。
また、第2期豊川市公共施設適正配置計画や各個別施設計画に示される将来方針との整合を図った対象施設のあり方の見直しを行うものとし、公共サービスの提供にあたり、既存の施設を現状の規模のままで維持していくことの妥当性を検証し、引続き、コストの縮減に寄与するのべゆか面積の「総量の縮減」の実現を目指します。
基本方針3 公共建築物にかかる支出予算の平準化
公共建築物のコストの縮減により、各年度の保全にかかる経費をできる限り抑制すると共に、限られた予算内で公共建築物の性能を維持していくためには、「公共サービス水準」や「工事の優先順位」を定め、一時期に予算の支出が集中しないように平準化に配慮し、必要性の高い工事から優先的に執行します。
また、事業費ベースでの将来の維持更新費用を算定し、財政シミュレーションの結果による年度ごとの充当可能額との比較を行い、各年度にどの程度の費用が必要となるか検討を行います。
第2章 改修内容
1 改修周期の設定
(1)日常修繕・大規模改修の周期と単価設定
建物全体の建設費（施設類型別平方メートル単価×のべゆか面積）に対する部位ごとの構成比率を設定して部位ごとの建設費を算出した上で、日常修繕と大規模改修それぞれの比率により、部位ごとの金額を算出します。
PDF形式の資料では、図表 部位ごとの比率等を示していますが、ここでは省略します。
PDF形式の資料では、図表 部位ごとの改修周期を示していますが、ここでは省略します。
(2) 更新の周期と単価設定
建築物の更新周期を減価償却資産の法定耐用年数を参考に設定します。RC造の一般的な建物の用途である「事務所」の法定耐用年数50年に対して、事後保全の場合では、市内の建物の実績を参考に60年、予防保全の場合では、他市事例や文部科学省の示す物理的な耐用年数を参考に80年とします。これは、前述の法定耐用年数に対して、それぞれ1.2倍と1.6倍の期間となるため、RC造以外の構造種別についても同様に法定耐用年数に対する比率により、更新周期を設定します。
PDF形式の資料では、図表 構造種別ごとの更新周期を示していますが、ここでは省略します。
目標使用年数
鉄筋コンクリート造の学校施設の法定耐用年数＊は、47年となっているが、これは税務上、減価償却費を算定するためのものである。物理的な耐用年数はこれより長く、適切な維持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には70～80年程度、さらに技術的には100年以上持たせるような長寿命化も可能である。
PDF形式の資料では、図表 建築物の減価償却における耐用年数表（処分制限期間）を示していますが、ここでは省略します。
(3)日常修繕・大規模改修の時期の設定
1.改修時期の考え方
日常修繕の実施時期は、劣化調査の結果から設定し、大規模改修の実施時期は、建築年度からの経過年数により設定します。劣化調査の部位ごとの評価結果から日常修繕サイクルを考慮して実施時期を下記のとおりとします。
PDF形式の資料では、図表 日常修繕の実施時期を示していますが、ここでは省略します。
2.日常修繕と大規模改修の間隔
日常修繕と大規模改修の修繕サイクルの相違により、修繕の重複が起こり得ることから、下記のとおりとします。
日常修繕から大規模改修の間隔
5年以下⇒日常修繕を計画しません。
5年超え⇒日常修繕を計画します。
大規模改修を行った場合、日常修繕サイクルは大規模改修を実施した年度を起点として、再設定します。
2 改修項目の設定
(1)日常修繕・大規模改修の内容と算定方法
建築物の安全性を保つための日常的な修繕、長寿命化のための大規模な改修は、建築物の部位の仕様（材質や形状など）により具体的な対策内容が様々であるため、各部位の仕様ごとに修繕費率および対策内容を設定します。
1. 日常修繕費率の考え方
部位ごとの建設費に日常修繕費率を乗じ、部位別の日常修繕費を算出します。
参考例
屋根
焼成による耐久性の高い瓦等の部材は5％とします。
シーリングの劣化による浮きや破損が発生するアスファルト防水やシート防水系の部材は10％とします。
腐食や飛散物による耐久性･耐候性が比較的低い金属･スレート系の部材は15％とします。
外装
焼成による耐久性や気密性の高いタイル･うち離し等は5％とします。
腐食や経年劣化による耐候性が比較的低い金属･吹付け･塗装系の部材は10％とします。
内装
経年劣化によるものとして、仕様によらず10％とします。（内装には、かべ、天井、床が含まれます）
機械設備
設備機器の日常修繕サイクルは15～20年であり、機器や付属配管の更新として30％とします。
設備機器の内、大型設備であるエレベーター等がある場合には機器の更新として60％とします。
電気設備
設備機器の日常修繕サイクルは15～20年であり、機器や付属配管の更新として30％とします。
屋外
経年劣化によるものとして、仕様によらず5％とします。
日常修繕は、予防保全型の管理を行わない施設に対しても、耐用年数までの供用性能を維持するために部分的な修繕は必要となります。
2. 大規模改修費率の考え方
部位ごとの建設費に大規模改修費率を乗じ、部位別の大規模改修費を算出します。
参考例
屋根
全面張替えとなるアスファルト防水やシート防水系は部位建設費の50％とします。
その他のスレート、シングル系は日常修繕率と同様に15％としますが、腐食が進む金属系は20％とします。
外装
腐食や表面劣化が進行し易い板ばりや塗装系は40％、金属系は20％、吹付けは15％とします。
内装
仕様によらず、部位建設費の30％とします。（内装には、かべ、天井、床が含まれます）
機械設備
日常修繕にて機器を更新するため大規模改修の対象としません。
電気設備
日常修繕にて機器を更新するため大規模改修の対象としません。
屋外
日常修繕（10～15年）の3倍相当の期間が経過することから部位建設費の15％とします。
大規模改修は、予防保全型の管理を行う施設に対してのみ行うもので、全面的に健全度を回復させ、施設の延命化を図ります。
PDF形式の資料では、図表 部位・仕様別対策内容を示していますが、ここでは省略します。
(2) 部位構成比率の設定
施設は、8つの部位（屋根、外装、内装、躯体、基礎、機械設備、電気設備、屋外）で構成されていると考え、各部位の建設費は、施設用途別の1棟当たりの建設費に対して構成比率を用いて設定します。構成比率は、建物の形状に応じて設定した9つのタイプから選択して設定します。
PDF形式の資料では、図表 部位構成比率の設定内容を示していますが、ここでは省略します。
(3)更新単価の設定
施設類型別の建設費は、総務省の更新費用試算ソフトに用いられる単価設定（構造種別によらず一律）をもとに、建設物価調査会資料に基づき、平成28年から令和7年までの物価上昇率を考慮して設定しました。
行政系施設
庁舎等
更新単価1平方メートルあたり570,000円
文化系施設
文化施設等
更新単価1平方メートルあたり570,000円
保健・福祉施設
保健・福祉施設等
更新単価1平方メートルあたり510,000円
子育て支援施設
児童福祉施設・保育園等
更新単価1平方メートルあたり470,000円
産業系施設
観光施設等
更新単価1平方メートルあたり570,000円
市民系施設
地区市民館等
更新単価1平方メートルあたり510,000円
公営住宅
公営住宅施設等
更新単価1平方メートルあたり400,000円
消防系施設
消防・防災施設等
更新単価1平方メートルあたり570,000円
学校教育系施設
小学校・中学校等
更新単価1平方メートルあたり470,000円
社会教育系施設
生涯学習施設等
更新単価1平方メートルあたり570,000円
スポーツ・レクリエーション系施設
体育施設等
更新単価1平方メートルあたり510,000円
第3章 改修等のライフサイクルコストの試算
1 ライフサイクルコストの試算
長寿命化対策として大規模改修を実施した場合（予防保全）と実施しなかった場合（事後保全）の費用を算定し、単年度当たりのライフサイクルコストの縮減効果を把握します。
単年度当たりのライフサイクルコストの縮減額の算出にあたっては、大規模改修の実施の有無により、更新時期が異なることとします。
事後保全の場合は、日常修繕費用と更新費用の合計費用を耐用年数で割ります。
予防保全の場合は、日常修繕費用と更新費用と大規模改修費用の合計費用を耐用年数で割ります。
PDF形式の資料では、図表 単年度当たりライフサイクルコスト縮減額の計算例を示していますが、ここでは省略します。
(1)ライフサイクルコストの試算について
コスト縮減対策として、予防保全型の管理により、ライフサイクルコストを試算し、劣化調査結果等による工事優先順位付け行い、予算制約条件下における平準化を検討します。
PDF形式の資料では、図表 予算平準化のイメージを示していますが、ここでは省略します。
(2)ライフサイクルコストの試算結果
1.ライフサイクルコストの試算の考え方
ライフサイクルコストについて、各パターンで試算条件を設定し、試算を行います。各パターンの試算条件と試算結果を以下に示します。
事後保全の場合
日常修繕費 約49,292,000,000円
更新費 約207,836,000,000円
費用合計 約257,128,000,000円
年平均費用 約6,428,000,000円
予防保全の場合
大規模改修費 約22,967,000,000円
日常修繕費 約46,545,000,000円
更新費 約148,570,000,000円
費用合計 約218,083,000,000円
年平均費用 約5,452,000,000円
管理区分
管理区分が事後保全の場合と予防保全の場合について、それぞれ試算します。
大規模改修の積み残し費用の取扱いについて
大規模改修が未実施の施設について、積み残し費用を計上して試算を行います。
更新単価
更新単価は、総務省の更新費用試算ソフトに用いられる単価設定（構造種別によらず一律）をもとに、建設物価調査会資料に基づき、物価上昇率を考慮して設定し、試算します。
 
パターン1 全施設を事後保全とした場合の試算結果
構造種別毎の耐用年数を迎えたタイミングで建て替えると想定し、現在保有している建物の更新等の費用を試算した結果、第2期豊川市公共施設等総合管理計画の計画期間である令和47年までで約2,571.3億円、年平均では約64.3億円の費用が必要となります。
単年度あたりの予算規模（以下「公共施設改修・改築等経費」という）は、第2期豊川市公共施設等総合管理計画における予防保全＋縮減目標に基づき「のべゆか面積30%減」とした場合の年平均での費用である約42.6億円とします。
約42.6億円は、パターン1の試算による年平均の費用約64.3億円の約66.3％にとどまります。
PDF形式の資料では、図表 全施設を事後保全とした場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。
次に予防保全の建物を長寿命化することによる軽減を検討します。
パターン2 予防保全を取り入れた場合の試算結果
建物の長寿命化を図るため大規模改修の実施を取り入れた予防保全の管理を行った場合、第2期豊川市公共施設等総合管理計画の計画期間である令和47年までで約2,180.8億円、年平均では約54.5億円の費用が必要となります。事後保全（パターンいち）に比べ、総額約390億円の費用縮減が図れ、財政負担が軽減されます。
PDF形式の資料では、図表 予防保全を取り入れた場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。
しかしながら、事後保全から予防保全に切り替えたとしても、のべゆか面積30％縮減を考慮した公共施設改修・改築等経費である42.6億円はその約78.1％にとどまり、一方で年度によって必要費用に大幅な差があることから、コストの平準化や更なるコスト縮減を講じる必要があります。
 
2工事優先度の評価
保全計画の作成に際して、大規模改修や修繕等を行う際の優先性を評価するため、評価項目を設定します。
(1)工事優先度の計算式
大規模改修 修繕等判定は、（劣化度×影響係数)に安全性+重要性及び公共性+機能停止損害+代替性で算出します。
1.安全性（毎年変化）
劣化状況等により、安全性が損なわれ、第三者への影響（落下、脱落など）が出ている等を確認します。
法令違反（既存不適格）の有無と有の場合、対応の緊急性が必要かを確認します。
2.劣化度（毎年変化）
点検調査票に基づく66項目について、A、B、C、Dの4段階の判定をした後に総合判定を行います。
総合判定は、66項目のうち重要部位12項目の判定結果を重視します。
とうごとの劣化調査結果を数値化し、施設間で比較可能な劣化度指標として整理します。
各建物の5つの部位について劣化状況を4段階で評価し、5点満点で数値化します。
計算方法 総和（部位の評価点×部位の評価配分）÷58.0÷100×5
部位評価点
エーは、評価点 100
ビーは、評価点 75
シーは、評価点 40
ディーは、評価点 10
部位の評価配分
屋根・屋上 評価配分 12.0
外壁 評価配分 8.0
内部仕上げ 評価配分 18.0
電機設備 評価配分 10.0
機械設備 評価配分 10.0
合計 58.0
調査対象が一部部位のみの施設は、分母は調査対象部位の評価配分の合計とします。
3.影響係数（毎年変化）
劣化状況を放置した場合、被害が拡大し機能停止時の影響が大きいかを確認します。
予防保全てきな対策により、将来のコスト縮減効果が見込めるものかを確認します。
4.重要性及び公共性（固定値）
市民の生活に重要であり、行政が提供すべき施設であるかを確認します。
5.機能停止損害（固定値）
その部位が機能不全に陥った場合に施設利用に影響があるかを確認します。
6.代替性（毎年変化/固定値）
部品の取替え時に容易に部品の入手が可能かを確認します。
本計画における工事優先度の算定にあたっては、評価項目のうち劣化度を主要な算定要素として用い、その他の評価項目については、施設間で差が生じない値を設定した上で算定しています。
(2)工事優先度における配点
安全性
法令違反で緊急の対応が必要であり、危険が迫っている 6点
法令違反で緊急の対応が必要であり、安全が損なわれ始めている 5点
法令違反で緊急の対応が必要であり、安全性が保たれている 4点
法令違反で猶予期間があり、危険が迫っている 5点
法令違反で猶予期間があり、安全が損なわれ始めている 4点
法令違反で猶予期間があり、安全性が保たれている 3点
法令違反ではないが、上位関連計画に位置づけがあり、危険が迫っている 4点
法令違反ではないが、上位関連計画に位置づけがあり、安全が損なわれ始めている 3点
法令違反ではないが、上位関連計画に位置づけがあり、安全性が保たれている 1点
法令違反等はなく、危険が迫っている 3点
法令違反等はなく、安全が損なわれ始めている 1点
法令違反等はなく、安全性が保たれている 0点
劣化度
直ちに改修が必要 5点
早期の改修が必要 3点
劣化しており計画的な措置が必要 2点
劣化の兆候が見られる 1点
問題なし 0点
影響係数
現状放置により被害拡大の恐れが高い    1.7点
早めの処置にて被害拡大・コスト増大防止（屋外鉄部の発錆や給排水管） 1.4点
被害拡大の恐れが少ない 1.2点
被害拡大の恐れがない 1.0点
重要性及び公共性
医療施設 6点
庁舎（支所含む）、消防施設、福祉施設（入所型）、学校施設（小中学校） 5点
福祉施設（通所型）、児童福祉施設、保育園、生涯学習施設など     4点
その他（多数の者が利用する施設：公営住宅、観光施設、体育施設、地区市民館など）     2点
その他市保有建築物 1点
その他 0点
機能停止損害
全館機能停止などにつながる基幹設備（受電設備や熱源等） 6点
建物の基本的役割に支障をきたす劣化・トラブル（漏水等） 5点
防災性能確保の観点から改善する必要がある事項 4点
機能停止時、トラブル発生時に周辺環境に影響を及ぼす事項 3点
機能停止時、トラブル発生時に早期に復旧が可能 1点
機能停止時、トラブル発生時に損害が発生しない 0点
代替性
形式失効により部品が入手出来ない 4点
形式失効により部品が入手出来ない可能性がある 2点
形式失効までに猶予期間がある 1点
形式失効までに充分猶予がある 0点
3 へいじゅんかしゅほう
(1)平準化の考え方
施設の修繕時期等が一定期間に集中した場合、予算の制約上、修繕費等を平準化する必要があるため、工事優先度の優劣による先送りの措置を行います。
PDF形式の資料では、図表 平準化の実施イメージ図を示していますが、ここでは省略します。
1.平準化の流れ
1. 予算制約条件を設定します。
予算制約条件エー
1年当たり42.6億円（のべゆか面積30％縮減を考慮した公共施設改修・改築等経費）
予算制約条件ビー
段階的予算制約（計画期間内に予定されている公共施設改修・更新等工事を当該期間内で実施できるよう、概ね5年ごとに設定）
2. 予算制約を超過する年度は、優先度の高い施設から実施し、金額をオーバーした段階で翌年度に先送りします。
（優先順位は、日常修繕、大規模改修、更新、撤去に関わらず設定します。）
3. 翌年度以降、繰り返し計算を実施します。
2.平準化の実施パターン
ライフサイクルの試算結果から、各パターンで試算条件を設定し平準化を行います。各パターンの試算条件と試算結果を以下に示します。
パターンA
試算条件は3つあります。
管理区分は予防保全。
予算制約 1年あたり42.6億円
積み残し費用の取扱いは含みます。
試算結果
大規模改修 18,323,000,000円
日常修繕費 40,481,000,000円
更新費 103,697,000,000円
費用合計 162,501,000,000円 1年あたり約4,063,000,000円
パターンB
試算条件は3つあります。
管理区分は予防保全。
予算制約 段階的
積み残し費用の取扱いは含みます。
試算結果
大規模改修 22,967,000,000円
日常修繕費 46,545,000,000円
更新費 148,570,000,000円
費用合計 218,083,000,000円
1年あたり約5,452,000,000円
平準化前のパターン
平準化を行うパターンは、パターン2の予防保全を取り入れた場合の試算を使用します。
このとき、更新単価は第2章 改修内容 2 改修項目 (3)更新単価の設定のとおりです。
管理区分
管理区分が予防保全の場合について、それぞれ試算します。
予算制約条件
予算制約が1年あたり42.6億円の場合と段階的に予算制約を設定した場合について、それぞれ試算します。
大規模改修の積み残し費用の取扱いについて
大規模改修が未実施の施設について、積み残し費用を計上して試算を行います。
(2)平準化試算の結果
パターンA 予算規模を一定として平準化した場合の試算結果
のべゆか面積30％縮減を考慮した公共施設改修・改築等経費である42.6億円を予算制約として平準化した結果、今後40年間で約1,625億円の費用となります。一方で、予算制約を超える部分の施設は、対策がされないままグラフには表れない令和48年以降に先送りされているため、あんぜんじょうの問題から使用できない施設が生じる可能性があります。
PDF形式の資料では、図表 予算制約1年あたり42.6億円を一定として平準化した場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。
42.6 億円で平準化した場合の課題
未実施施設の工事を行うことで、本来、実施しなければならない日常修繕を行うことができない可能性があります。
工事優先順位が低い施設の部位の修繕になかなか着手できず、何年も先送りされてしまっている可能性があります。
次に先送りを制限するため、予算制約を設けた場合について検討します。
パターンB 予算規模を段階的に設定して平準化した場合の試算結果
計画期間内に予定されている公共施設改修・更新等工事を当該期間内で実施できるよう、予算規模を段階的に設定して平準化した結果、今後40年間で約2,181億円、年平均では約54.5億円の費用が必要となります。また、先送りは最大4年以内に収まる結果となっています。
令和33年度以降は、昭和50年代に集中的に整備された公共建築物の更新時期が到来するため、段階的に費用が増加する見込みですが、ファシリティマネジメントの取組を推進することで、低減される可能性があります。
PDF形式の資料では、図表 予算制約を段階的に設定して平準化した場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。
段階的必要費用の設定
令和8年、9年 1年あたり20億円
令和10年から令和32年 1年あたり42.6億円
令和33年から令和37年 1年あたり68.0億円
令和38年から令和47年 1年あたり85.5億円
計画期間内に予定されている公共施設改修・更新等工事を期間内で実施できるよう、必要な金額を段階てきに設定しました。
(3) ざいげんしさん
1.起債充当率
公共施設等の投資的経費に充当可能な財源として、一般財源、くにけん補助金、地方債について整理します。
補助率や起債充当率は、施設分類毎に異なるため、それぞれ分けて整理します。
小中学校
大規模改修の場合
一般財源25%
地方債75%
更新の場合
一般財源7%
くにけん補助33%
地方債60%
保育園
大規模改修の場合
一般財源100%
更新の場合
一般財源20%
地方債80%
市営住宅
大規模改修の場合
くにけん補助50%
地方債50%
更新の場合
くにけん補助50%
地方債50%
その他
大規模改修の場合
一般財源100%
更新の場合
一般財源25%
地方債75%
施設によっては、補助内容により補助率や起債充当率が表記と異なることもあります。
市債の種類により、元利償還金の20％から70％が普通交付税の基準財政需要額に算入される場合があります。
2.将来更新等費用にかかる一般財源必要額と充当可能見込額の試算
ほんしが保有する公共建築物の将来更新等費用の試算結果とその財源内訳（見込額）を以下に示します。
将来更新等費用の試算にあたっては、建物の大規模改修等の実施時期や耐用年数を構造種別ごとに仮定し、耐用年数経過後に現在と同じのべゆか面積等で更新することを前提条件とし、40年間で約2,181億円を要すると推計されます。
下表は、大規模改修や更新等を実施すると仮定した場合の財源を表したものです。財源内訳の算出にあたっては、現状の補助制度や補助率、地方債の充当率等を勘案し、施設毎に一般財源、くにけん補助、地方債に振り分け、全ての施設について今後要する金額の財源の集計 試算を行いました。
この結果、大規模改修や更新に必要な財源は、40年間で一般財源が約761億円、くにけん補助が約370億円、地方債が約1,050億円と見込まれます。
PDF形式の資料では、図表 将来更新等費用試算結果と財源内訳（見込額）を示していますが、ここでは省略します。
一般財源の約761億円は、今後、なお一層の社会保障費の増加等で厳しい財政状況が予測される中、必要となる財源額であり、一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見込額（充当できる一般財源）について確認する必要があります。
下表は、前述した一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見込額（充当できる一般財源）を比較したものです。
充当可能見込額（充当できる一般財源）は、のべゆか面積30％縮減を考慮した公共施設改修・改築等経費である1年あたり42.6億円に対し、40年間のへいきんちを用いた場合は、前頁で求めた一般財源の充当率により、42.6×34.9％で1年あたり14.9億円となります。10年ごとの平均値を用いた場合は下表に示すとおりです。
PDF形式の資料では、図表 一般財源必要額と充当可能見込額との比較を示していますが、ここでは省略します。
将来更新等費用にかかる一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見込額（充当できる一般財源）を比較した結果、40年間の平均値の場合では、今後40年間で約165億円の一般財源が不足し、約21.6％の歳出抑制が必要となります。一方で、10年ごとの平均値の場合では、今後40年間で約121億円の一般財源が不足し、約15.9％の歳出抑制が必要となります。
 
段階的な予算制約による平準化を行った結果を財源内訳別に集計した結果は、以下のようになります。対象となる施設の種別によって財源比率が異なるため、年度によるばらつきが生じています。
PDF形式の資料では、図表 試算結果に基づく財源内訳別の充当見込みの推移を示していますが、ここでは省略します。
平準化試算グラフは、長期的な試算結果を示したグラフのため、今後の本計画は、中期的な計画「15ヵ年」・短期的な計画「5ヵ年」で示していきます。また、一般財源が他年度に比べて大きい年度（例：令和38年度）の費用については、今後の財政状況や整備基金等の状況に応じて、劣化状況を鑑み、修繕等の実施時期の見直しを行いながら、適切に執行していきます。
(4)ほぜんけいかくしょ
1.中期的な視点に立った保全計画（令和12年度まで）
本計画の策定に際し、予算規模を段階的に設定して平準化した試算結果について、中期的な視点に立った保全計画として、令和12年度までの3期（1期あたり5年）の更新・修繕費を整理します。
庁舎 約420,830,600円
文化施設 約73,260,700円
保健施設 約5,191,400円
高齢者福祉施設 約71,328,200円
障害者福祉施設 約2,613,300円
その他福祉施設 約17,369,600円
児童福祉施設 約19,490,500円
保育園 約57,324,100円
観光施設 約12,298,600円
地区市民館等 約61,244,100円
公営住宅施設 約267,706,500円
消防施設 約6,030,100円
防災施設 0円
学校施設 約600,771,000円
生涯学習施設    約23,208,800円
体育施設（有人施設） 約39,332,500円
計    1,678,000,000円
2.短期的な視点に立った保全計画（5年）
本計画の策定に際し、予算規模を段階的に設定して平準化した試算結果について、短期的な視点に立った保全計画として、直近5年間について、施設分類ごとにかかる更新・修繕費を整理します。
PDF形式の資料では、図表 面積縮減を考慮した将来更新等費用試算結果と財源内訳を示していますが、ここでは省略します。
第2期豊川市公共施設等総合管理計画で示すほんしの保有面積の縮減目標の30％を考慮した場合の投資的経費に充当可能な財源の整理
第2期豊川市公共施設等総合管理計画で示すほんしの保有面積の縮減目標の30％を考慮した場合の、将来更新等費用の試算結果と財源内訳を以下に示します。
PDF形式の資料では、図表 面積縮減を考慮した将来更新等費用試算結果と財源内訳を示していますが、ここでは省略します。
試算の結果、将来更新等費用は40年間で約1,702億円が必要と推計されます。大規模改修や更新の財源として、40年間で一般財源が約674億円、くにけん補助が約266億円、市債が約762億円と見込まれます。
保有面積の縮減前と比較し、将来更新等費用は40年間で約479億円縮減し、一般財源が約87億円、くにけん補助が約104億円、市債が約288億円縮減する見込みとなっています。
下表は、前述した第2期豊川市公共施設等総合管理計画で示すほんしの保有面積の縮減目標の30％を考慮した場合の一般財源必要額（必要となる一般財源）と42ページで示した充当可能見込額（充当できる一般財源）1年あたり14.9億円を採用して比較したものです。1年あたり14.9億円を採用した理由は、施設の縮減による財源の増加も見込まれますが、今回は財源の増加分は考慮せずに試算を行いました。
PDF形式の資料では、図表 面積縮減を考慮した一般財源必要額と充当可能見込額との比較を示していますが、ここでは省略します。
将来更新等費用にかかる一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見込額（充当できる一般財源）を比較した結果、40年の平均値の場合では、今後40年間で約78億円の一般財源が不足し、約11.6％の歳出抑制が必要となります。
保有面積の縮減前と比較し、一般財源必要額（必要となる一般財源）と充当可能見込額（充当できる一般財源）の差額は、約87億円縮小し、歳出抑制の割合については、約10ポイント低下しました。
次頁に「予算規模を段階的に設定して平準化した場合の試算結果グラフ」と「試算結果に基づく一般財源の充当見込みの推移グラフ」を示します。
予防保全を取り入れ、のべゆか面積30％縮減を考慮した上で、予算規模を段階的に設定して平準化した場合の試算結果
予防保全を取り入れ、第2期豊川市公共施設等総合管理計画で示す市の保有面積の縮減目標30％を踏まえ、施設の更新時にのべゆか面積を30％縮減すると仮定した上で、予算規模を段階的に設定して平準化した場合の試算結果を以下に示します。
PDF形式の資料では、図表 のべゆか面積30％縮減を考慮した場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。
試算の結果、2,181億円ひく1,702億円で約479億円が縮減される結果となりました。持続可能な公共施設マネジメントを図るためには、引続き、予防保全を適切に進めるとともに、保有面積の縮減に向けた取組みが必要となります。同様に一般財源の充当見込みの推移を以下に示します。30％縮減に伴い、それぞれの財源内訳が縮減される結果となりました。
PDF形式の資料では、図表 試算結果に基づく一般財源の充当見込みの推移を示していますが、ここでは省略します。
(5)こうきょうしせつせいびききん
ほんしが保有する公共施設の多くは、今後、集中的に老朽化を迎え、円滑な施設改修などを行う必要があることから、平成23年度に、豊川市体育施設整備基金をはじめ3基金を統廃合し設置したもので、公共施設整備基金の令和7年度末残高は、約45億円となっています。
持続可能なファシリティマネジメントを推進するために、公共施設整備基金については、のべゆか面積30％縮減を考慮した公共施設改修・改築等経費が、約42.6億円と試算されていることや、物価上昇や社会情勢の変化などを踏まえ、基金目標額を45～50億円程度とします。
第4章 今後の展開
1 計画の実践に向けた取組
(1)豊川市公共施設中長期保全計画に基づく事業の流れ
本計画の策定後は、公共建築物の効率的な維持管理を実践するために以下のフローに従い、事業を実施していきます。
PDF形式の資料では、図表 本計画に基づく事業実施フローを示していますが、ここでは省略します。
(2)対象施設の見直しと劣化調査の実施サイクル・結果の反映
本計画では、長寿命化対象施設の見直しを毎年適宜実施し、施設総量縮減に向け、施設のあり方の継続的な見直しを図ります。長寿命化対象施設については、継続的に劣化調査を行い、本計画に反映させます。
(3)次年度整備計画の策定手順及び予算化
本計画に基づく次年度整備計画の策定手順及び予算化は、以下の流れで実施していきます。
1.施設劣化点検
供用中の施設について劣化点検を行い、劣化度を評価します。
調査結果は、データベースに記録します。
2.工事優先度の評価
工事優先度の計算式に基づき、施設の工事優先度の評価を行います。
所管課への予算要求の意向調査を行い、次年度整備計画を立てます。
3.予算要求
所管課より財政課へ予算を要求します。
4.査定・内示
工事優先度を考慮しながら実施工事を決定します。
5.工事の実施（翌年度）
施設の延命化、長寿命化のための工事を実施します。
6.工事情報の蓄積（前年度分）
実施された工事内容をデータベースに記録します。
PDF形式の資料では、図表 本計画に基づく次年度整備計画の策定手順及び予算化サイクルを示していますが、ここでは省略します。
(4)施設情報の一元管理の方法
施設情報の関連資料のうち、保全計画システムは、ヒアリング調査、修繕履歴等のデータ管理、更新による全庁的一元管理を継続して行います。資産経営システムは、公共建築物実態調査（アンケート調査）による利用状況等の把握や、修繕履歴等を利用しながら予算の平準化を考慮した適切な時期での工事実施の検討に利用し、相互の連携を図ります。なお、図面等の紙ベース資料の電子化については、今後の取り組み課題です。
1.公共施設実態調査（アンケート調査）
施設の利用状況、収支状況について把握するため、各所管課に対して毎年のアンケート調査を行います。アンケート調査は共通の様式で行い、資産経営システムに入力して一元管理することで施設間での比較を行い、情報の共有化を図ります。
2.ヒアリング調査
施設管理者へのヒアリング調査は、公共施設実態調査におけるアンケート票の記載内容の確認を行うとともに、日常的な建物の運用の中で発生している不具合や劣化についての情報を収集し、工事優先順位の検討に役立てます。
ヒアリング内容
アンケート調査に表れない不具合じこうの把握
施設管理者の気になる点や不安に思っている内容
日常管理のポイントなどをヒアリングします。
3.施設情報として一元管理する資料
これまでに各所管課から収集・整理した資料等について、効率的な維持管理を実践していくために、施設情報として一元管理し、情報の蓄積を図ります。一元管理する施設情報資料について、以下に整理します。なお、スキャンデータは、今後、資料ごとに必要な項目を検討していきます。
PDF形式の資料では、図表 施設情報として一元管理する資料を示していますが、ここでは省略します。
2 計画推進の課題
(1)財政状況と照らし合わせた事業の検討
本計画における年次計画は、毎年度の修繕工事の実施状況や点検結果を踏まえ、予算編成と連動しつつ、適宜修正を行います。工事の手法は、年次計画の進捗状況と予算を照らし合わせながら、関連する部位について工事をあわせて実施する等の合理的な工事手法の検討を行い、実効性の高い計画を目指します。
PDF形式の資料では、図表 年度毎の予算と各施設の修繕工事進捗状況の管理表（例）
を示していますが、ここでは省略します。
(2)日常的な維持管理による長寿命化と事業費の軽減
平成28年8月策定の「建物の日常的な維持管理手引き」は、日ごろの施設利用にあたって、損傷規模が拡大し大きな修繕工事に至ることを未然に防ぐことを目的としております。日常的な維持管理を適切に実施することで施設の健全性が適切に維持され、工事優先度が低くなることで施設の日常修繕や大規模改修の実施時期を最適化でき、施設の長寿命化による事業費の軽減が図れます。
この効果は、今後実施する施設の点検で健全度を確認し、年次計画に反映します。
(3)計画の推進に向けて
公共施設の安全・安心に利用できる状態を維持するため、耐震性が確保されていない施設の耐震化を進めるとともに、本計画で示した施設の長寿命化や単年度当たりのライフサイクルコストの縮減を基本とし、第3.期においても、維持保全に向けて各公共建築物の耐用年数や毎年度の工事の実施状況、劣化状況等を常に把握する必要があります。そのために、以下の事項を推進していきます。
公共建築物に関する情報の一元管理
公共建築物に関する情報の全庁的一元管理を行います。各施設の台帳のデータベース化を継続し、修繕履歴等の情報入力の実施体制の確立による、データベースの管理・運用について、所管課等と財産管理課が連携して行っていきます。
計画の推進体制
公共建築物の管理については、引続き財産管理課を中心に、所管課、建築課及び財政課と連携して、全庁的に公共建築物のマネジメントを推進します。
また、施設管理者と技術職員がワーキンググループなどを通して連携を図り、互いに公共建築物の状態を把握しながら進捗の管理等を行います。

人材の育成
公共建築物の適切な維持保全に向け、技術職員の専門知識の蓄積、点検や修繕等に関する技術力向上に努めます。社会動向や市の財政状況を勘案しつつ、専門分野の業務や行政ニーズを把握し、ファシリティマネジメントに関する職員研修を実施するなどして、的確に組織的な対応を取れるマネジメント能力に優れたリーダー的な職員の育成など、将来の技術職員の採用を含めた中長期的な視点に立った人材育成を進めていきます。
また施設所管課や施設管理者に対して、施設の長寿命化に向けた日常的な維持管理研修会等を実施していきます。
実現可能な年次計画（5ヵ年から15ヵ年）
本計画で示した平準化試算グラフは、公共建築物の長寿命化に向けた施設保全の考え方の基礎となります。しかし、長期的な視点で示していることなどにより、引続き施設の劣化状況等に応じた優先度評価結果に基づき、緊急性の高い施設から順に保全を行います。
また、各年度に実施する工事の総量は、ほんしの財政状況や劣化状況等に応じて調整し、中期的な保全計画を立て、直近5年間は短期的な保全計画として抽出し、保全計画が適切に執行できるよう、各年度の財政や施設状況に応じて見直しを行います。
ピーディーシーエーサイクル
施設の劣化調査や施設管理者による日常点検等を適切に実施し、必要な対策を行うとともに、計画に基づき実施した予防保全の結果等の情報を適切に管理・蓄積し、次の点検・診断に活用するPDCAサイクルを引続き推進していきます。
公共施設の再編等との連携
公共施設の再編にあたっては、経営てきな視点から検討を行い、保有面積の縮減に向け、第7次豊川市総合計画や第2期豊川市公共施設適正配置計画および第2期豊川市公共施設等総合管理計画との連携を図りながらすすめます。
モデル事業の取組み
機能の複合化や多機能化の効果、または施設整備にあたっての民間のノウハウの活用の効果等、今後の公共施設マネジメントの実施にあたっての具体的な検証およびその手法の有効性を確認するために、第2期豊川市公共施設適正配置計画で示したリーディング事業を推進します。
公民連携
PPP・PFI等の民間の資金とノウハウを活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供に向けた検討を行い、新たな公共の担い手への事業移管を推進し、市民サービスの維持、向上を図ります。
近年では、公民連携による公共建築物の複合化や多機能化の事例が全国的に見られるため、ほんしにおいても、「豊川市PPP/PFI手法導入優先的検討規程」を踏まえた公民連携の推進を積極的に検討していきます。
語句説明
あぎょう
維持保全
きぞん建築物の初期の性能及び機能を維持するために行う行為。
インフラ
インフラストラクチャーの略で、水道や道路網などの社会基盤。
かぎょう
旧耐震基準
建築基準法の昭和55年改正前の基準によるもので、昭和56年6月1日よりも前に着工した建築物に適用されている。震度5強程度の中規模地震に対して耐震性を有する。
公共施設等総合管理計画
地方自治体が所有する全ての公共施設等（学校、河川、道路等）を対象に、地域の実情に応じて、総合的かつ計画的に管理する計画。
工事優先度
保全計画の作成に際して、大規模改修や修繕等を行う際の優先性を評価するために劣化状況や重要性から設定する指標。
更新
劣化した部位・部材や機器等を同性能・同仕様の新しい物に取り替える行為。
構造体
柱やはりなど建物の長寿命化に直接影響する建物自体の荷重や地震や風などの外力を支える各部材。
さぎょう
事後保全
施設あるいは部位が壊れてから直すという何か事が起きてから対応する保全方法のこと。
新耐震基準
建築基準法の昭和55年改正後の基準によるもので、昭和56年6月1日以降に着工した建築物に適用されている。震度6強～7程度の大規模地震に対しても、倒壊（崩壊）して人命に危害を及ぼすことのない程度の耐震性を有する。
総合計画
令和8年度から令和17年度を計画期間として第7次総合計画が策定されている。市の最上位計画。
たぎょう
大規模改修
建物の基本性能を維持するために予防保全的に実施される工事。本計画においては、劣化による内容に限ることとし、機能向上に資する内容は含まないものとする。
耐用年数
建物の寿命としての年数のこと。法定耐用年数、物理的耐用年数、機能的耐用年数、経済的耐用年数の4種類がある。
地方交付税
地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれ一定割合の額及び地方法人税の全額を、国が地方公共団体に対して交付する税。
地方債
地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるもの。
長寿命化
計画的に改修することで、建物の構造体の劣化が進行を遅らせ、長期間使用すること。
投資的経費
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など社会資本整備などに要する経費。
とよかわしピーピーピー
ピーエフアイしゅほうどうにゅうゆうせんてきけんとう
公共事業を行う際に、民間活力（PPP/PFI）の導入について、検討するための手続きを定めたもの。
はぎょう
扶助費
性質別歳出のいち分類で、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費。
物理的な耐用年数
材料・部品・設備が劣化して建物の性能が低下することによって決定される年数。
平準化    年度毎にバラつきのある費用を予算の制約等の条件により、一定程度に均す作業。
法定耐用年数
税務上、減価償却率を求める場合の基となる建物の耐用年数。（財務省令別表に記載）
保全計画
建物を安全・安心に使用できるよう良好な状態を確保するために必要な維持・修繕等の内容や実施時期を定めた計画。
やぎょう
予防保全
施設を長寿命化するための保全管理の方法で、建物及び設備の異状の有無や兆候を事前に把握・予測することで計画的に改修を行い、故障による停止や事故を防ぎ、建築物の部材を適切に保全する方法。
らぎょう
ライフサイクル
コスト    計画・設計・施工から、その建物の維持管理、最終的な解体・廃棄までに要する費用の総額。イニシャルコストとランニングコストに分けられる。
ランニングコスト
建物を維持・管理・運営していくために必要となる費用。
